
・ 仮にＣＢＤＣが導⼊される場合、本⼈確認の⼿法などデジタル技術を
活⽤することとの関係は、どのように整理ができるか。その際には、諸外
国におけるデジタル活⽤に関する同様の議論の状況を踏まえることも必要
ではないか。

・ ＣＢＤＣにおいて、デジタルによる⽬指す社会としての「誰⼀⼈取り
残されない、⼈に優しいデジタル化」にも配慮することが必要ではないか。
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